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こ
の
発
議
は
、
松
田
町
議
会
基
本
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例
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直
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に
つ
い
て
、
令
和
３
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月
定
例
会
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お
い
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設
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れ
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改
革
推
進
委
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査
し
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一
部
を
改
正
す
る
こ
と
と
し
た
た
め
、
井
上
委
員
長

が
提
案
者
と
な
り
委
員
が
賛
成
者
と
な
り
提
案
さ
れ
、

本
会
議
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
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た
松
田
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ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
条
例
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規
程
等
の
委
員
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に
お
い
て
検
討
し
、
齋
藤
委
員
長

よ
り
報
告
が
さ
れ
、
本
会
議
で
可
決
さ
れ
ま
し
た
。
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議案26 松田町税条例の一部を改正する条例 可 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

27 工事請負契約の締結について（令和5・6年度宮下水源受変電
及び自家発電設備改修工事（電気設備）） 可 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

28 西平畑公園及び松田山ハーブガーデンの指定管理者の指定
について（産業厚生常任委員会報告） 可 欠 ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ● ○

29 令和5年度松田町一般会計補正予算（第2号） 可 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

同意 1
　〜8 農業委員会委員の任命について 同 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発議 2 松田町議会基本条例の一部を改正する条例について 可 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

− 松田町議会ハラスメント防止条例、規程等の委員会報告 可 欠 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

※　飯田一議長は採決には加わらない。

発議第2号

松田町議会基本条例の一部を改正する条例（抜粋）
（提案理由）町議会議員の政治倫理の意識の確立に努め、町民に信頼さ
れ公正かつ民主的な町政の発展に資することを目的とし、議会議員の政
治倫理に関する規律の基本となることを定めるため。

改　　正　　案 現　行
（議員の政治倫理)
第７条　議員は、町民の信託に応えるため、良心
と責任感を持って議員の品位を保持し、識見を養
うよう努める。
２　議員の政治倫理に関する事項は、別に定める。

（新設)

松田町議会ハラスメント防止条例、規程等の委員会報告（抜粋）
１．審査の結果
　�　採決の結果、賛成全員で松田町議会ハラスメント防止規程を制定すべき
ものと決定しました。
２．�審査の内容
　�　議会ハラスメント防止条例、規程等の委員会は、開かれた議会とするた
め、令和４年１２月１３日に議会で可決・設置されました。
　�　規程の作成に当たり、委員会を5回開催し、他の市町村の条例等の調
査・比較、必要に応じて、総務課長及び職員出席のもと、意見を聞き、議
論を重ね規程案を作成しました。
　�　この規程は、相談窓口や外部人材による審査会の設置等に対応するため、
今後早急に条例化に向けた検討を期待します。


